
目

次

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
光
力
規
制
の
指
示
qqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
の
指
示
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
の

指
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
光
力
規
制
の
指
示
qqqqqq（

同

）
…
三

○
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
の
指
示
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
の

指
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
光
力
規
制
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
四
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

集
魚
灯
の
合
計
光
力

集
魚
灯
の
合
計
光
力
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

十
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
六
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

２

五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

３

五
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
九
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

な
お
、
前
各
号
に
お
い
て
、
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
上
限
と
す
る
白
熱
灯
を
用
い
た
作
業
灯
に
つ

い
て
は
、
集
魚
灯
の
合
計
光
力
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
集
魚
灯
と
は
、
海
上
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
時
に
集
魚
の
目
的
を
も
っ
て
使

用
し
得
る
よ
う
設
備
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
投
光
器
又
は
探
照
灯
で
あ
っ
て
も
集
魚
時
に
使

用
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
を
含
む
。

二

水
中
灯
の
使
用
禁
止

海
中
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
集
魚
す
る
光
力
を
有
す
る
設
備
を
禁
止
す
る
。

三

対
象
と
な
る
漁
業

三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
よ
り
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
対
象
に
操
業
す
る
小
型
い
か
釣
り
漁
業

四

指
示
の
有
効
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
四
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満

の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
釣
り
漁
業
（
以
下
「
い
か
釣
り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と

す
る
者
は
、
青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

１

区
域

青
森
県
東
部
海
区
海
域

２

期
間

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

青
森
県
報
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船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
令
和
八
年
度
青
森
県
東
部
海
区
い
か
釣
り
漁
業
操
業
承
認
事
務

取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

前
年
度
に
お
い
て
、
こ
の
漁
業
を
操
業
し
た
実
績
を
有
す
る
者

２

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

漁
獲
物
の
陸
揚
げ
は
、
特
に
事
情
が
な
い
限
り
委
員
会
が
承
認
し
た
根
拠
地
港
に
お
い
て
行

う
こ
と
。

２

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

３

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

４

む
つ
小
川
原
港
の
港
域
に
お
い
て
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

船
団
等
の
届
出

操
業
承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
を
地
区
に
含
む
漁
業
協
同
組
合
以
外
の
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

に
所
在
す
る
港
を
根
拠
地
港
と
す
る
船
舶
が
、
当
該
根
拠
地
港
に
操
業
の
た
め
寄
港
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
一
船
舶
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
船
舶
の
責
任
者
が
、
ま
た
二
以
上
の
船
舶
が
同
時

期
に
寄
港
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
漁
業
協
同
組
合
又
は
同
一
都
道
府
県
ご
と
に
船
舶
相
互
の

連
絡
体
制
を
整
え
る
た
め
の
船
団
を
組
織
し
、
当
該
船
団
の
責
任
者
が
、
そ
の
旨
を
根
拠
地
港
に

所
在
す
る
漁
業
協
同
組
合
（
八
戸
港
に
あ
っ
て
は
八
戸
漁
業
指
導
協
会
）
を
経
由
し
て
委
員
会
に

届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示

す
る
。

令
和
八
年
二
月
四
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
釣
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
の
た
め
の
自
家
用
釣
餌
用
の
ス
ル

メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
一
ト
ン
以
上
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
八
日
以
前
に
建

造
又
は
漁
船
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
（
以
下
「
旧
ト
ン
の
場
合
」
と
い
う
。
）
は
一
・
五
〇
ト
ン

以
上
）
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
釣
り
漁
業
（
以
下
「
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣

り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

１

区
域

青
森
県
東
部
海
区
海
域

た
だ
し
、
青
森
県
下
北
郡
尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心

点
と
を
結
ぶ
直
線
以
東
の
海
域
を
除
く
。

２

期
間

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
令
和
八
年
度
青
森
県
東
部
海
区
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業

操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

佐
井
村
、
大
間
町
、
風
間
浦
村
、
む
つ
市
及
び
東
通
村
に
居
住
す
る
者

２

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

採
捕
し
た
ス
ル
メ
イ
カ
は
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

手
釣
、
竿
釣
以
外
の
漁
法
で
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

４

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

５

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

操
業
者
の
遵
守
事
項
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自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１

総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満
船
（
旧
ト
ン
の
場
合
は
一
・
五
〇
ト
ン
未
満
船
）
は
、
夜
間
操
業
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

２

む
つ
小
川
原
港
の
港
域
に
お
い
て
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
光
力
規
制
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
四
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

堀

内

精

二

一

集
魚
灯
の
合
計
光
力

集
魚
灯
の
合
計
光
力
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

十
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
六
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

２

五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

３

五
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
九
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

な
お
、
前
各
号
に
お
い
て
、
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
上
限
と
す
る
白
熱
灯
を
用
い
た
作
業
灯
に
つ

い
て
は
、
集
魚
灯
の
合
計
光
力
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
集
魚
灯
と
は
、
海
上
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
時
に
集
魚
の
目
的
を
も
っ
て
使

用
し
得
る
よ
う
設
備
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
投
光
器
又
は
探
照
灯
で
あ
っ
て
も
集
魚
時
に
使

用
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
を
含
む
。

二

水
中
灯
の
使
用
禁
止

海
中
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
集
魚
す
る
光
力
を
有
す
る
設
備
を
禁
止
す
る
。

三

対
象
と
な
る
漁
業

三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
よ
り
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
対
象
に
操
業
す
る
小
型
い
か
釣
り
漁
業

四

指
示
の
有
効
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
四
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

堀

内

精

二

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満

の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
釣
り
漁
業
（
以
下
「
い
か
釣
り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と

す
る
者
は
、
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

１

区
域

青
森
県
西
部
海
区
海
域

２

期
間

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
令
和
八
年
度
青
森
県
西
部
海
区
い
か
釣
り
漁
業
操
業
承
認
事
務

取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

前
年
度
に
お
い
て
、
こ
の
漁
業
を
操
業
し
た
実
績
を
有
す
る
者

２

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

漁
獲
物
の
陸
揚
げ
は
、
特
に
事
情
が
な
い
限
り
委
員
会
が
承
認
し
た
根
拠
地
港
に
お
い
て
行

う
こ
と
。

２

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

３

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

（ ）3 青 森 県 報 号外第５号令和８年２月４日 水曜日



４

め
ば
る
刺
網
漁
業
及
び
さ
め
刺
網
漁
業
の
漁
具
の
敷
設
中
は
、
そ
の
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト

ル
以
上
離
れ
て
操
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

船
団
等
の
届
出

操
業
承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
を
地
区
に
含
む
漁
業
協
同
組
合
以
外
の
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

に
所
在
す
る
港
を
根
拠
地
港
と
す
る
船
舶
が
、
当
該
根
拠
地
港
に
操
業
の
た
め
寄
港
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
一
船
舶
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
船
舶
の
責
任
者
が
、
ま
た
二
以
上
の
船
舶
が
同
時

期
に
寄
港
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
漁
業
協
同
組
合
又
は
同
一
都
道
府
県
ご
と
に
船
舶
相
互
の

連
絡
体
制
を
整
え
る
た
め
の
船
団
を
組
織
し
、
当
該
船
団
の
責
任
者
が
、
そ
の
旨
を
根
拠
地
港
に

所
在
す
る
漁
業
協
同
組
合
を
経
由
し
て
委
員
会
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示

す
る
。令

和
八
年
二
月
四
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

堀

内

精

二

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
釣
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
の
た
め
の
自
家
用
釣
餌
用
の
ス
ル

メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
釣
り
漁
業

（
以
下
「
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
青
森
県
西
部

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を

結
ぶ
線
（
以
下
「
龍
飛
白
神
線
」
と
い
う
。
）
以
東
の
海
域
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満

船
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
八
日
以
前
に
建
造
又
は
漁
船
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
（
以
下
「
旧
ト

ン
の
場
合
」
と
い
う
。
）
は
一
・
五
〇
ト
ン
未
満
船
）
に
よ
り
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
を

営
む
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

区
域

㈠

青
森
県
日
本
海
海
域

青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ

直
線
よ
り
西
側
の
海
域
。

㈡

青
森
県
津
軽
海
峡
西
部
海
域

青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ

直
線
よ
り
東
側
の
津
軽
海
峡
西
部
海
域
。
た
だ
し
、
青
森
県
下
北
郡
焼
山
埼
か
ら
青
森
県
東

津
軽
郡
明
神
埼
灯
台
に
至
る
直
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
陸
奥
湾
を
除
く
。

２

期
間

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
令
和
八
年
度
青
森
県
西
部
海
区
自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業

操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

青
森
県
日
本
海
海
域

㈠

外
ヶ
浜
町
、
今
別
町
、
中
泊
町
、
五
所
川
原
市
、
つ
が
る
市
、
鰺
ケ
沢
町
及
び
深
浦
町
に

居
住
し
、
前
年
度
に
お
い
て
、
こ
の
漁
業
を
し
た
実
績
を
有
す
る
者

㈡

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

２

青
森
県
津
軽
海
峡
西
部
海
域

㈠

外
ヶ
浜
町
、
今
別
町
、
大
間
町
、
風
間
浦
村
、
む
つ
市
大
畑
町
に
居
住
し
、
前
年
度
に
お

い
て
、
こ
の
漁
業
を
し
た
実
績
を
有
す
る
者

㈡

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

採
捕
し
た
ス
ル
メ
イ
カ
は
、
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

自
動
い
か
釣
り
機
の
台
数
は
、
四
台
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
龍
飛
白
神
線
以
東
に
お
い
て

は
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

４

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ
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と
。

５

め
ば
る
刺
網
漁
業
及
び
さ
め
刺
網
漁
業
の
漁
具
の
敷
設
中
は
、
そ
の
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト

ル
以
上
離
れ
て
操
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

操
業
者
の
遵
守
事
項

自
家
用
釣
餌
用
い
か
釣
り
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１

総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満
船
（
旧
ト
ン
の
場
合
は
一
・
五
〇
ト
ン
未
満
船
）
は
、
夜
間
操
業
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（ ）5 青 森 県 報 号外第５号令和８年２月４日 水曜日



（ ）6青 森 県 報 号外第５号令和８年２月４日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


